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は じ め に

本市では平成 28 年 3 月に「第２次砺波市障がい者福祉計画」を策定し、障が

い者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、障がい者施策

を総合的かつ計画的に推進してまいりました。

この間、国では、障がいのある人の地域生活への支援や障がい児支援のニーズ

の多様化に対応するため、「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正（平

成 30 年）や、文化芸術活動を通じて障がい者の個性と能力の発揮及び社会参加

を促進するため、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行（平

成 30 年）など、障がい者が自立し、共生する社会の実現に向けた法整備が進め

られています。

このような状況の中、本市では今後 6年間の障がい者施策を推進していくた

め、「第３次砺波市障がい者福祉計画」を策定いたしました。この計画では、「障

がいの有無に関わらず誰もが差別を受けることなく尊重され、地域の中で自立

し共に支えあって生きる『共生社会』の実現」を、基本理念に掲げ、各種施策に

取り組むこととしています。

また、障がい者福祉計画のうち、障がい福祉サービス等の確保に関する実施計

画となる「第５期砺波市障がい者福祉計画」の計画期間が終了することから、こ

れまでの実績や、本市における障がいのある人を取り巻く状況を踏まえ、第６期

計画を策定し、障がい福祉サービス等の確保に努めていくこととしています。

今後、コロナ禍で「新しい生活様式」が求められる中、この計画を実現してい

くためには、福祉関係者のみならず、市民の皆様を始めとして、広く関係機関や

団体、企業などがお互いに連携して取り組んでいくことが従前にも増して大切

であると考えておりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をよろしくお願

いいたします。

結びに、本計画の策定にご協力をいただきました砺波市福祉計画策定委員の

皆様をはじめ、地区懇談会、アンケート調査等を通じてご意見等をいただきまし

た障がい者団体や関係機関の方々に厚くお礼申し上げます。

令和３年３月

砺波市長 夏 野 修
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「障がい者」等の表記について

本計画では、「害」という漢字の否定的なイメージに配慮し、「障害者」などの「害」

の字の表記について、可能な限りひらがなで表記しました。

ただし、国の法令や法令上の規定、団体や施設名等の固有名詞については、引き

続き漢字で表記をしています。このため、本計画では「がい」と「害」を使い分け

ています。




